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　国民年金保険料は、納付期限から２年を過ぎると時

効により納付することができません。

　しかしながら、法律改正による時限措置として、過

去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付するこ

とができる「後納制度」が平成27年10月から平成30

年９月までの３年間に限り実施されています。

　後納制度を利用することで年金額を増やすことや、

年金の受給ができなかった方が受給資格を得られるこ

とがあります。

　後納制度を利用するには、申し込みが必要です。

　

　詳しくは「ねんきん加入者ダイヤル」

緯 0570－003－004、またはお近くの年金事務所へ

お問い合わせください。

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定

免除）、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期

間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基

礎年金（65歳から受けられる年金）の受け取り額が少

なくなります。

　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除

等の承認を受けた期間の保険料については、10年以内

であれば遡って納める（追納）ことができます。

　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度か

ら起算して３年度目以降の追納の場合、当時の保険料

額に一定の加算額が上乗せされます。

　追納は、古い月のものから納付することとなります

が、次の点にご注意ください。

◎一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付

されていなければ追納はできません。

◎「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納

付特例期間」より先に経過した月分である場合は、

どちらを優先して納めるか本人が選択できます。

　詳しくは「ねんきん加入者ダイヤル」

緯 0570－003－004、またはお近くの年金事務所へ

お問い合わせください。

１．題　名　裁判所ってどんなところ？みんなで体験！

２．日　時　８月７日（火）13：15～16：05まで

３．場　所　留萌市沖見町２　

　　　　　　旭川地方・家庭裁判所留萌支部

４．募集人員

小学校５年生及び６年生の児童20人。

事前申込制。先着順。定員に達し次第、締め切りま

す。

５．内　容（予定）

　敢　模擬裁判、模擬評議

　柑　法廷見学

　桓　クイズ大会

　棺　裁判官へ質問タイム

６．申し込み・問い合わせ先

　　旭川地方・家庭裁判所留萌支部庶務課

　　緯 0164－42－0465

７．その他　参加無料です。皆様のご参加をお待ちし

ております。

　太平洋クロマグロについては、平成30年７月１日か

ら「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」（以下

「ＴＡＣ法」という。）に基づく資源管理が始まります。

　ＴＡＣ法に基づく北海道への小型（30㎏ 未満）のク

ロマグロに係る漁獲配分量がゼロと示されたため、平

成30年７月１日から平成31年３月31日までの期間、

道内では小型のクロマグロは採捕できなくなります。

　小型クロマグロについては「採捕の停止命令」が発

令されており、採捕すると罰則が適用される場合があ

ります。（３年以下の懲役若しくは200万円以下の罰

金又は懲役・罰金の両方）

　このため、限りある資源を守り、資源の回復を図る

べく、漁業者や遊漁者の皆様のご理解とご協力をお願

いします。

◎問い合わせ先

　留萌振興局産業振興部水産課　緯 0164－42－8472

夏休み子ども企画のお知らせ 国民年金保険料の「後納制度」について

国民年金保険料の
免除期間・納付猶予期間がある方へ

クロマグロの資源管理について


